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                              奈 市 議 第 １ ０ ７ 号 
                              平成２５年  月８日 
 
 奈良市議会議長 
  土 田 敏 朗  様 
 
                           議会制度検討特別委員長 
                                天 野 秀 治 
 

議会制度検討特別委員会中間報告書 
 
本委員会で調査する事項について、下記のとおり、奈良市議会会議規則第４５条第２項の 

規定により中間報告します。 
 

記 
 
１ 調査事項 
  議会制度全般について 
 
２ 調査の状況 

開催日 調査内容 

平成２５年４月５日 

①予算決算委員会及び会期中の常任委員会実施に関する 
評価・検討について 

②議会による政策評価及び事業評価 
③『奈良市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程』の見直し
について 

④「議会基本条例」について 
⑤幹事長会の申し合わせ事項の改善について 
⑥議会運営委員会の申し合わせ事項の改善について 
⑦その他 

平成２５年４月２４日 

①予算決算委員会及び会期中の常任委員会実施に関する 
評価・検討について 

②議会による政策評価及び事業評価 
③『奈良市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程』の見直し
について 

④「議会基本条例」について 
⑤幹事長会の申し合わせ事項の改善について 
⑥議会運営委員会の申し合わせ事項の改善について 
⑦その他 
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３ 調査の結果（委員会における決定事項） 
 

調査事項 調査結果 

予算決算委員会及び会期中の常任

委員会実施に関する評価・検討に

ついて 

・資料要求について 
 〇「全課共通様式」は、要求対象に応じ、総合政策課

に委任すべき。 
 〇全く同じ資料を別々の委員会・分科会にて資料要求

があった場合の取り扱いについては、事前調整期間
でそれぞれの要求議員の了解と調整を行い提出願う
べき。 

・提出議案書について 
 条例改正文案における表記では、市民によりわかりや
すくするため、改正理由及び新旧対照表を議案書に明
記すべき。 

・定例会開会中における幼稚園卒園式に対する配慮につ
いては、議会運営委員会でその都度協議すべき。 

引き続き調査を継続する。 

「奈良市議会議員の政治倫理に関

する条例」の見直しについて 

・奈良市議会議員の政治倫理条例施行規程の全部改正を
行うべき。 

引き続き調査を継続する。 

「議会基本条例」について 

・一問一答選択制について 
人質問共、従来どおりの持ち時間で実施する。 

・反問権について 
権に対する議員の答弁も自席で行うこととする。 

・文書質問について 
 〇回数や方式などを議会運営委員会で協議すべき。 
引き続き調査を継続する。 

 


